
「学校における働き方改革プラン（R5～R7）」に基づく県教育委員会の取組

【市町村教育委員会に対する支援】

プランの取組内容 令和５年度の取組（実績） 令和６年度の取組（予定）

・学校における働き方改革に資
する好事例の周知

○文部科学省が作成する事例集の活用の呼びかけ及びＷＬＢ通信を
活用した好事例の周知を行った。

○文部科学省が作成する事例集の活用の呼びかけやＷＬＢ通信を活
用した好事例の周知を行う。

・メンタルヘルス等健康相談事
業の充実

○公立学校共済組合におけるメンタルヘルス対策事業を実施した。
【心とからだの健康相談】
　８事業、延べ２９，８８０人
【産業カウンセラー派遣事業】
　１９回、１３３人
【職場で取り組む教職員のストレスチェック事業】
　２７校、４９３人
【管理監督者のメンタルヘルス研修会】
　２回、５８人
【復職支援プログラム】
　延べ２８人

○公立学校共済組合と連携し、面談・電話・ウェブによる相談事
業、カウンセラー等の派遣事業を実施する。
【心とからだの健康相談】
【産業カウンセラー派遣事業】
【管理監督者等研修会（メンタルヘルス編）】
【復職支援プログラム】
【公認心理師等によるメンタルヘルス相談事業】

・保護者や地域住民の理解・協
力の下での取組の推進

○教育広報あおもりけん及びＰＴＡ連合会総会において、教職員の
働き方改革への理解と協力を呼びかけた。
○教職員の働き方のアップデートに関する取組について、令和５年
度中に直ちに実行する取組３点を公表し、県民の理解と協力を求め
た。

○教育広報あおもりけんへの掲載等の機会を捉え、教職員の働き方
改革への理解と協力を呼びかける。
○学校における働き方改革について、保護者向けの講演会を実施す
る。

・専門スタッフの活用
（スクールカウンセラー）

○県内全ての公立小中学校に配置し、児童生徒のカウンセリングや
保護者・教職員等への相談活動を行った。
○同一市町村で同一スクールカウンセラーが配置されている学校間
での配置日時（時間）の交換等を促進し、スクールカウンセラーを
効率的・効果的に活用した。

○県内全ての公立小中学校に配置する（市町村独自配置を含
む。）。
○同一市町村で同一スクールカウンセラーが配置されている学校間
での配置日時（時間）の交換等を促進し、スクールカウンセラーを
効率的・効果的に活用する。

（スクールソーシャルワー
カー）

○全ての公立中学校区に対応した（中核市を除く。）。
○教育委員会の要請に応じて速やかに派遣した。
○スクールカウンセラーと同一日に勤務できる日を定期的に設ける
など、スクールカウンセラーと連携した。

○全ての公立中学校区に対応する（中核市を除く。）。
○教育委員会の要請に応じて速やかに派遣する。
○スクールカウンセラーと同一日に勤務できる日を定期的に設ける
など、スクールカウンセラーと連携して問題の改善を図る。

（部活動指導員／運動部） ○１５市町村に対し５３名分を補助し、市町村の働き方改革を支援
するとともに、部活動指導員の配置に係る効果について検証をし
た。
○部活動指導員が休日の地域クラブ活動の指導も担うことで、指導
の一貫性が保たれること等、休日の地域移行へ向け、部活動指導員
の効果的な配置について市町村教育委員会へ情報提供した。

○市町村立中学校について、１６市町村に８１名分を補助する。
○部活動指導に係る負担が大きい学校に部活動指導員を配置し、負
担軽減を図る。
○休日の部活動の地域移行に向けた体制整備と連携した配置を検討
していく。

（部活動指導員／文化部） ○配置を希望する市町村立中学校４校（弘前市立中6校、十和田市立
中4校、外ヶ浜町立中１校）に文化部活動指導員を8名配置し、負担
軽減を図った。

○配置を希望する市町村立中学校に文化部活動指導員を配置し、負
担軽減を図る。

（スクール・サポート・スタッ
フ）

○小・中学校に４２人（小学校２８人、中学校１４人）を配置し
た。
※このほか、新型コロナウイルス感染症対策に係るスクール・サ
ポート・スタッフを配置した。
○スクール・サポート・スタッフ配置校における課題や業務の依頼
方法等を取りまとめた事例集を新規配置校に配布し、情報提供を
行った。

○小・中学校で１８５人を任用し、通年で任用するパターンや月単
位で任用するパターンなど、複数の学校を兼務するなどして全ての
小・中学校へ配置する。
○スクール・サポート・スタッフ配置校における課題や業務の依頼
方法等を取りまとめた事例集について、配置校からの意見等を踏ま
え内容の更新を行い、情報提供を行う。

（スクールロイヤー） ○定期相談会を各地区で合計１１回実施するとともに、スクールロ
イヤーを随時学校へ派遣し、延べ５３件の法務相談を実施した。
○外部対応に係る教職員の研修会を１１回実施した。
○法務相談の活用事例を周知するため、事例の収集を行った。

○年３回の定期相談会や学校への派遣等により法務相談を実施す
る。
○教職員を対象とした外部対応等に係る研修会を実施する。
○法務相談の活用事例を周知する。

・中学校における休日の部活動
の地域移行に関する支援

○市町村担当者を対象とした協議会を実施し、国の動向や他県の先
進事例、本県における取組等について情報提供し、近隣市町村の現
状、課題や対応策について情報共有を図った。

○各市町村の実態把握と移行に向けた取組を推進するため、市町村
担当者を対象とした協議会を実施することで情報共有を図るととも
に市町村の取組を支援していく。

○地域クラブ活動推進に関する市町村担当者協議会において、各市
町村における取組状況や課題等について情報共有を図った。

○地域クラブ活動推進に関する市町村担当者協議会において、各市
町村における取組状況や課題等について情報共有を図る。

別紙３②
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プランの取組内容 令和５年度の取組（実績） 令和６年度の取組（予定）

・「部活動の指針」の徹底の働
きかけ
（運動部）

○「部活動の在り方に関する研修会」を開催し、管理職及び部活動
の指導者等に対し、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に
係る体制の構築を図ることができるよう「運動部活動の指針」の内
容について周知・浸透を図った。

○「部活動の在り方に関する研修会」を開催し、管理職及び部活動
の指導者等に「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針」を周
知することで、学校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る
体制の構築を図る。

（文化部） 〇「部活動の在り方に関する研修会」を開催した上で、管理職及び
部活動の指導者等に「文化部活動の指針」を周知し、学校全体とし
ての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図った。

〇「部活動の在り方に関する研修会」を開催し、管理職及び部活動
の指導者等に「文化部活動の指針」を周知することで、学校全体と
しての適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築を図る。

・統合型校務支援システムの導
入に係る情報提供

○統合型校務支援システムの共同調達・共同運用に当たり、各自治
体の要請に応じて他管の自治体の進捗状況について情報提供したほ
か、関係市町村・業者を交えた協議の場を設定した。

○統合型校務支援システムの共同調達・共同運用に当たり、次世代
の校務デジタル化推進について情報提供を行うほか、関係市町村・
業者を交えた協議の場を設定する。

・ｗｅｂ授業動画、デジタル教
材、学習教材コンテンツ等の紹
介

○総合学校教育センターのＨＰ等を活用し、ｗｅｂ授業動画、学習
指導案等の実践事例や学習教材コンテンツを学校間で共有できるよ
うにした。

○総合学校教育センターのＨＰ等を活用し、ｗｅｂ授業動画、学習
指導案等の実践事例や学習教材コンテンツを学校間で共有できるよ
うにする。

・調査の精選や様式・報告書の
簡素化

○エクセル形式を活用した。
○エクセルファイル等を活用し報告・回答を簡略化した。
○事業等に係る事務手続や報告・回答等で、簡略化できるものがあ
るか検討し、メールやフォームによる回答に切り替えた。

○エクセル形式及びフォームを活用し、調査方法の工夫を図る。
○事業等に係る事務手続や報告・回答等で、簡略化できるものがあ
るか検討する。
○調査項目の見直しや精選、調査の廃止を検討する。
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